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弁護士　琴浦 諒

インドに会社を設立する際の
申請手続、設立完了後の手続
きについて解説する。

連
載  
海
外
事
業
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
─
─

イ
ン
ド
進
出
に
お
け
る

法
務
の
基
礎
知
識

第❼回
事業拠点の

設立要件・手続き⑤

〈
前
号
か
ら
続
く
〉

④�　

会
社
設
立
申
請
（
定
款
の
作
成
な

ら
び
にe-Form

1,�18

お
よ
び32

の

提
出
）

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
会
社
設
立
を
行
う

場
合
、e-Form

1, 18

お
よ
び32

を
提

出
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

e-Form
18

は
、
設
立
さ
れ
た
会
社

の
住
所
の
登
録
申
請
の
フ
ォ
ー
ム
で
あ

る
。同
フ
ォ
ー
ム
の
主
な
記
載
事
項
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
株
主
（
発
起
人
）
の
住
所

・
新
会
社
の
住
所

・�

新
会
社
の
住
所
を
所
轄
す
る
警
察
署

の
住
所

・�

商
号
承
認
申
請
の
際
の
申
請
手
数
料

の
サ
ー
ビ
ス
リ
ク
エ
ス
ト
ナ
ン
バ
ー

（Service�Request�N
um
ber�

〈
Ｓ

Ｒ
Ｎ
〉）

　

さ
ら
に
、e-Form

18

に
は
、
同
フ

ォ
ー
ム
に
記
載
さ
れ
て
い
る
新
会
社
の

住
所
が
真
正
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

会
社
秘
書
役
や
勅
許
会
計
士
等
に
よ
る

宣
言
書
（D

eclaration

）
が
、
添
付
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

e-Form
32

は
、
取
締
役
に
関
す
る
情

報
の
登
録
申
請
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。

　

同
フ
ォ
ー
ム
の
主
な
記
載
事
項
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
取
締
役
の
人
数
（
会
社
設
立
時
）

・ 

各
取
締
役
の
取
締
役
識
別
番
号（D

i-
rector�Identification�N

um
ber

〈
Ｄ

Ｉ
Ｎ
〉）

・�

会
社
秘
書
役
の
情
報
（
そ
の
時
点
で

会
社
秘
書
役
が
雇
用
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
記
載
不
要
）

・�

商
号
承
認
申
請
の
際
の
申
請
手
数
料

の
Ｓ
Ｒ
Ｎ

　

さ
ら
に
、e-Form

32

に
は
、
各
取
締

役
に
よ
る
取
締
役
就
任
に
つ
い
て
の
同

意
書
が
添
付
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
イ
ン
ド
企
業
省
の
二
〇
一
一

年
七
月
二
三
日
付
通
達
（
注
１
）
に
よ

れ
ば
、
同
年
八
月
一
一
日
以
降
、
会
社

設
立
申
請
は
、
会
社
秘
書
役
等
の
専
門

家
に
よ
るe-Form

1, 18

お
よ
び32

な

ら
び
に
基
本
定
款
お
よ
び
附
属
定
款
の

内
容
が
正
確
で
あ
る
こ
と
の
証
明
文
言

を
付
し
た
上
で
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ

の
証
明
文
言
が
あ
る
場
合
に
は
、
即
日

（注１）インド企業省のウェブサイトにて閲覧可能。
General�Circular�No.49/2011▶http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular_49-2011_23july2011.pdf
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インド進出における法務の基礎知識
ことうら・りょう　�2002年京都大学法学部卒業。2003年弁
護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2009
年コロンビア大学ロースクールLL.M。2010年ニューヨーク州
弁護士登録。インド現地の法律事務所での勤務経験を生かし、
日本企業によるインドへの進出、現地企業買収、契約締結、労務
管理、知的財産権管理等に関するアドバイスを多数行っている。

⑴�　

第
一
回
取
締
役
会
の
開
催
（
銀
行

口
座
開
設
等
重
要
事
項
の
決
定
）

⑵�　

第
二
回
取
締
役
会
の
開
催
（
株
券

の
発
行
等
の
決
定
）

⑶�　

イ
ン
ド
外
為
法
上
の
報
告
書
の
提

出
⑷�　

基
本
税
務
番
号
（
Ｐ
Ａ
Ｎ
）、
源
泉

徴
収
番
号
（
Ｔ
Ａ
Ｎ
）
等
の
税
務
番

号
の
取
得

⑸�　

店
舗
お
よ
び
施
設
法
（
イ
ン
ド
の

労
働
法
）
に
基
づ
く
事
業
所
登
録

⑹�　
（
事
業
に
許
認
可
が
必
要
な
場
合
）

必
要
な
許
認
可
、
登
録
等
の
取
得

⑴　

第
一
回
取
締
役
会
の
開
催

　

会
社
設
立
証
明
書
を
受
領
後
、
設
立

さ
れ
た
会
社
は
、
通
常
直
ち
に
第
一
回

取
締
役
会
を
開
催
す
る
。
通
常
、
第
一

回
取
締
役
会
に
お
い
て
決
議
さ
れ
る
代

表
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
表
を
参
照

さ
れ
た
い
（
な
お
、
表
に
列
挙
さ
れ
て

い
る
事
項
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ
り
、

各
会
社
の
実
情
に
応
じ
て
こ
れ
ら
以
外

の
事
項
が
決
議
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。

　

第
一
回
取
締
役
会
の
決
議
事
項
と
し

て
特
に
重
要
な
の
は
、
会
社
の
銀
行
口

座
の
開
設
で
あ
る
。

　

前
回
解
説
し
た
と
お
り
、
イ
ン
ド
で

は
会
社
設
立
手
続
の
完
了
後
に
資
本
金

が
払
い
込
ま
れ
る
（
し
た
が
っ
て
、
登

録
免
許
税
を
払
い
込
ま
れ
た
資
本
金
で

支
払
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
）が
、

銀
行
口
座
が
開
設
さ
れ
な
け
れ
ば
、
株

主
か
ら
の
資
本
金
の
払
込
み
を
受
領
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
会
社
の
活
動
資
金

が
得
ら
れ
な
い
ほ
か
、
株
主
に
対
し
て

株
券
を
発
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た

め
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
で
銀
行
口
座
を
開
設
す
る
場

合
、
銀
行
か
ら
、
当
該
銀
行
に
銀
行
口

座
を
開
設
す
る
旨
を
決
議
す
る
取
締
役

会
議
事
録
の
提
出
を
求
め
ら
れ
、
か
つ

そ
の
決
議
内
容
は
、
通
常
、
銀
行
が
指

定
す
る
文
言
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ

表　第1回取締役会決議での主な決議事項

・取締役会の議長の決定
・設立証明書の確認
・会社の登記上の住所の確認
・当初株式引受者（当初株主）の確認
・会社の基本定款および附属定款の承認
・会社の会計年度の確認
・会社の社印の承認
・会社の銀行口座の開設決定
・当初取締役の確認
・当初取締役による利益相反の情報開示
　（�各取締役から会社に利益相反の有無について
の通知を送付）

・�当初取締役がインド会社法274条1項の取締役
欠格事由のいずれにも該当しない旨の確認
　（�各取締役から会社に、自身が取締役欠格事由
のいずれにも該当しない旨の誓約書を送付）

・�マネージングディレクターやホールタイムディ
レクター（を選任する場合）の指名
・最初の監査人の選任
・会社設立費用を会社自身が負担することの承認
・�事業に必要な許認可や登録の取得手続（税務番
号の取得を含む）についての取締役への授権

ス
宛
に
送
付
さ
れ
、
そ
の
後
、
担
当
官

の
署
名
が
な
さ
れ
た
原
本
が
、
新
会
社

の
登
記
上
の
住
所
に
郵
送
で
送
付
さ
れ

る
。
許
認
可
等
の
申
請
に
際
し
て
は
、

担
当
官
の
署
名
が
あ
る
原
本
の
コ
ピ
ー

の
提
出
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で

あ
る
た
め
、
設
立
証
明
書
の
原
本
受
領

後
は
、適
切
に
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑤　

設
立
完
了
後
の
諸
手
続

　

法
人
と
し
て
の
会
社
の
設
立
お
よ
び

登
記
は
、
前
記
④
に
解
説
し
た
と
こ
ろ

ま
で
で
完
了
し
て
い
る
が
、
一
般
に
、

会
社
登
記
局
か
ら
設
立
証
明
書
を
受
領

し
た
後
、
事
業
の
開
始
ま
で
に
以
下
の

手
続
き
が
必
要
と
な
る
。

で
会
社
設
立
申
請
が
完
了
し
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
設
立
証
明
書
（Certifi cate of 

Incorporation

）
が
発
行
さ
れ
る
。
な

お
、
前
記
専
門
家
に
よ
る
証
明
文
言
が

な
い
場
合
、
設
立
証
明
書
が
発
行
さ
れ

る
の
は
（
書
類
に
不
備
が
な
い
こ
と
を

前
提
と
し
て
）
申
請
か
ら
三
〜
五
日
後

と
な
る
。

　

設
立
証
明
書
は
、
最
初
に
会
社
登
記

局
の
担
当
官
の
署
名
が
な
い
バ
ー
ジ
ョ

ン（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
）が
発
起
人（
ま

た
は
そ
の
代
理
人
）
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
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の
た
め
、
実
務
上
は
、
口
座
を
開
設
し

よ
う
と
す
る
銀
行
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め

当
該
銀
行
が
指
定
す
る
取
締
役
会
議
事

録
文
言
案
の
提
供
を
受
け
、
そ
の
文
言

を
そ
の
ま
ま
取
締
役
会
議
事
録
の
決
議

事
項
と
し
て
盛
り
込
む
と
い
う
対
応
が

一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

銀
行
口
座
の
開
設
完
了
後
、
新
会
社

は
、
当
該
銀
行
口
座
に
株
主
か
ら
資
本

金
の
払
込
み
を
受
け
、
払
込
み
を
行
っ

た
株
主
に
対
し
て
株
券
を
発
行
す
る
こ

と
に
な
る
。

⑵　

第
二
回
取
締
役
会
の
開
催

　

一
般
に
は
、銀
行
口
座
が
開
設
さ
れ
、

資
本
金
が
払
い
込
ま
れ
た
段
階
で
、
第

二
回
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
、
株
券
の

発
行
お
よ
び
第
一
回
取
締
役
会
で
決
議

で
き
な
か
っ
た
事
項
を
決
議
す
る
（
注

２
）。

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
、
株
券
は
一
定
単

位
（
一
〇
株
、
一
〇
〇
株
な
ど
）
ご
と

に
発
行
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
一
枚
の

株
券
で
複
数
の
株
式
を
す
べ
て
表
章
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

あ
る
株
主
が
保
有
す
る
株
式
す
べ
て
に

つ
い
て
、
一
枚
の
株
券
の
み
が
発
行
さ

れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
株
券
は
、
一
般
的
な
株
券

用
紙
（
日
本
の
統
一
手
形
用
紙
の
よ
う

な
も
の
）
に
会
社
が
必
要
事
項
を
記
載

外
国
直
接
投
資
の
報
告
と
し
て
、Form

 
FC-GPR

と
呼
ば
れ
る
フ
ォ
ー
ム
を
、

株
式
発
行
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
銀
行

を
通
じ
て
イ
ン
ド
準
備
銀
行（
Ｒ
Ｂ
Ｉ
）

に
対
し
て
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
（
注

４
）。

　

実
務
上
、Form

 FC-GPR

は
、
口
座

を
開
設
し
た
銀
行
（
資
本
金
の
払
込
み

を
受
け
た
銀
行
）
が
主
体
と
な
っ
て
、

設
立
さ
れ
た
会
社
に
対
し
て
必
要
情
報

や
添
付
書
類
の
提
供
を
依
頼
す
る
な
ど

し
、
銀
行
の
側
で
必
要
書
類
を
取
り
ま

と
め
た
上
で
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

⑷　

税
務
番
号
の
取
得

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
事
業
を
営
む
た
め

に
は
、
各
種
税
務
番
号
の
取
得
が
必
要

と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
税
務
番
号
が
必

要
と
な
る
か
は
、
設
立
し
た
会
社
が
営

す
る
形
で
発
行
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ

り
、
特
殊
な
印
刷
等
に
よ
り
発
行
さ
れ

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
、
株
券
は
有
価
証

券
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
善
意
取
得
の
対

象
と
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
日
本
と
同

様
、
株
券
の
保
管
に
は
十
分
な
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
実
務
上
は
（
特
に
完
全

子
会
社
の
場
合
）
設
立
し
た
会
社
の
側

で
保
管
し
て
も
ら
う
対
応
が
行
わ
れ
る

こ
と
も
あ
る
が
、
株
券
紛
失
時
の
リ
ス

ク
は
会
社
で
は
な
く
株
主
が
負
う
た
め
、

で
き
る
限
り
株
主
の
側
で
保
管
す
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る（
な
お
、
保
管
料
は

か
か
る
が
、
イ
ン
ド
国
内
の
第
三
者
の

カ
ス
ト
デ
ィ
ア
ン
（
注
３
）
に
株
券
の
保

管
を
依
頼
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）。

⑶�　

イ
ン
ド
外
為
法
上
の
報
告
書
の
提

出

　

設
立
さ
れ
た
会
社
へ
の
資
本
金
の
払

込
み
は
、
イ
ン
ド
の
外
為
法
で
あ
る
一

九
九
九
年
外
国
為
替
管
理
法
（
Ｆ
Ｅ
Ｍ

Ａ
）
上
、
外
国
直
接
投
資
（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
）
に

該
当
し
、
イ
ン
ド
準
備
銀
行
（
Ｒ
Ｂ
Ｉ
）

へ
の
事
後
報
告
が
必
要
と
な
る
。
こ
の

事
後
報
告
の
義
務
を
負
う
者
は
（
資
本

金
を
払
い
込
ん
だ
株
主
で
は
な
く
）
設

立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。

　

会
社
へ
の
資
本
金
の
払
込
み
は
新
株

発
行
を
伴
う
た
め
、
新
株
発
行
に
よ
る

む
事
業
内
容
に
よ
り
異
な
る
が
、
一
般

に
日
本
企
業
の
子
会
社
が
取
得
す
る
税

務
番
号
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
税
務
番
号
も
、
提
出
書
類

に
不
備
が
な
け
れ
ば
、
申
請
か
ら
一
〜

二
週
間
程
度
で
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
通

常
で
あ
る
。

・
基
本
税
務
番
号
（
Ｐ
Ａ
Ｎ
）

　

 　

イ
ン
ド
に
お
け
る
当
局
に
よ
る
納

税
管
理
の
基
本
と
な
る
税
務
番
号
。

当
該
会
社
の
税
務
上
の
Ｉ
Ｄ
ナ
ン
バ

ー
で
あ
り
、
す
べ
て
の
会
社
が
取
得

す
る
必
要
が
あ
る
。

・
源
泉
徴
収
番
号
（
Ｔ
Ａ
Ｎ
）

　

 　

イ
ン
ド
に
お
い
て
源
泉
徴
収
を
行

う
際
に
必
要
と
な
る
税
務
番
号
。
す

べ
て
の
会
社
が
取
得
す
る
必
要
が
あ

る
。

（注２）�もし第1回取締役会で決議が漏れた事項がある場合、銀行口座開設／資本金払込み前
であっても、2回目、3回目の取締役会を開催することは可能である。

（注３）有価証券の保管業務を行う金融機関。

（注４）�既存株式を取得する方法で外国直接投資を行った場合は、Form�FC-GPRではなく、
Form�FC-TRSと呼ばれるフォームを、インド居住者側（売主側）がインド準備銀行（RBI）
に提出する必要がある。
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・ 

輸
出
入
コ
ー
ド
（Im

port / Export 
Code

）

　

 　

関
税
支
払
い
に
関
連
す
る
税
務
番

号
。
輸
入
ま
た
は
輸
出
を
行
う
会
社

が
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
企

業
の
子
会
社
は
、
イ
ン
ド
で
輸
入
販

売
を
行
う
こ
と
が
多
い
た
め
、
取
得

が
必
要
な
こ
と
が
多
い
。

・ 

中
央
売
上
税
（
Ｃ
Ｓ
Ｔ
）
番
号
お
よ

び
付
加
価
値
税
（
Ｖ
Ａ
Ｔ
）
番
号

　

 　

イ
ン
ド
に
お
い
て
製
造
販
売
を
行

う
場
合
、
中
央
売
上
税
（
Ｃ
Ｓ
Ｔ
）

は
製
造
を
行
っ
た
州
と
異
な
る
州
で

⑸�　

店
舗
お
よ
び
施
設
法
に
基
づ
く
事

業
所
登
録

　

工
場
以
外
の
事
業
所
（
事
務
オ
フ
ィ

ス
、
営
業
所
等
）
に
は
、
イ
ン
ド
の
労

働
法
で
あ
る
「
店
舗
お
よ
び
施
設
法

（Shops and Establishm
ents A

ct

）」

が
適
用
さ
れ
る
（
注
５
）。

　

同
法
上
、
使
用
者
は
事
業
所
開
設
か

ら
一
定
期
間
内
（
期
間
は
州
に
よ
り
異

な
る
が
、多
く
の
場
合
三
〇
日
以
内
）に
、

当
該
地
域
を
管
轄
す
る
労
働
コ
ミ
ッ
シ

ョ
ナ
ー
（Labour Com

m
issioner

）

の
オ
フ
ィ
ス
の
主
任
検
査
官
（Chief 

Inspector

）
に
対
し
、
当
該
事
業
所
の

概
要
に
つ
い
て
届
出
を
行
う
必
要
が
あ

る
（
注
６
）。

　

一
般
に
は
、
⑷
で
述
べ
た
税
務
番
号

の
取
得
と
並
行
し
て
、
前
記
「
店
舗
お

よ
び
施
設
法
」
に
基
づ
く
事
業
所
の
登

録
が
行
わ
れ
る
。

　

事
業
所
登
録
は
、
提
出
書
類
に
不
備

が
な
け
れ
ば
、
申
請
か
ら
二
〜
三
週
間

程
度
で
完
了
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
。

⑹　

必
要
な
許
認
可
、
登
録
等
の
取
得

　

設
立
し
た
会
社
が
営
も
う
と
す
る
事

業
が
、
政
府
の
許
認
可
を
要
す
る
事
業

で
あ
る
場
合（
例
：
通
信
、保
険
な
ど
）、

事
業
の
開
始
に
先
立
ち
、
政
府
の
許
認

可
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

必
要
な
許
認
可
お
よ
び
許
認
可
取
得

販
売
を
行
う
際
に
、
ま
た
付
加
価
値

税
（
Ｖ
Ａ
Ｔ
）
は
製
造
を
行
っ
た
州

と
同
じ
州
で
販
売
を
行
う
際
に
、
そ

れ
ぞ
れ
課
せ
ら
れ
る
間
接
税
で
あ
る
。

イ
ン
ド
に
お
い
て
製
造
販
売
を
行
う

場
合
に
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
サ
ー
ビ
ス
税
（Service T

ax

）
番
号

　

 　

イ
ン
ド
に
お
い
て
役
務
の
対
価
と

し
て
サ
ー
ビ
ス
料
を
受
領
す
る
場
合

に
支
払
う
間
接
税
で
あ
り
、
イ
ン
ド

に
お
い
て
役
務
を
提
供
す
る
場
合
に

取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

申
請
先
と
な
る
政
府
当
局
に
つ
い
て
は
、

当
該
会
社
が
営
も
う
と
す
る
事
業
に
よ

り
異
な
る
た
め
、
事
前
に
弁
護
士
等
に

相
談
す
る
な
ど
し
て
、
必
要
な
許
認
可

を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

許
認
可
取
得
の
所
要
期
間
は
、
取
得

し
よ
う
と
す
る
許
認
可
の
内
容
に
よ
り

異
な
る
が
、
一
般
に
は
短
く
て
も
一
〜

二
カ
月
程
度
、
許
認
可
に
よ
っ
て
は
半

年
程
度
の
期
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
許
認
可
を
要
す
る
事
業
に

つ
い
て
は
、
会
社
設
立
か
ら
事
業
開
始

ま
で
の
期
間
を
長
め
に
見
積
も
っ
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
そ
の
他
会
社
の
事
業
開
始
に

必
要
な
準
備

　

イ
ン
ド
に
設
立
し
た
会
社
が
事
業
を

開
始
す
る
た
め
に
は
、
前
述
事
項
の
ほ

か
、
取
引
を
開
始
す
る
企
業
と
の
契
約

書
の
作
成
、
従
業
員
と
の
雇
用
契
約
お

よ
び
就
業
規
則
の
作
成
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
法
務
面
で
の
準
備
が
必
要
と
な
る
。

　

そ
の
た
め
、
会
社
設
立
後
、
速
や
か

に
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
弁
護
士

や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
に
相
談
の
上
、

会
社
設
立
手
続
と
並
行
し
て
準
備
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
。 

（注５）�同法は州法であり、州ごとにやや内容が異なる。例えば、デ
リーにはDelhi�Shops�and�Establishments�Actが、ムンバイ
にはBombay�Shops�and�Establishments�Actが適用される。

（注６）�ただし、タミルナドゥ州など、いくつかの州では届出義務は
課されていない。


